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１ 産業集積の形成及び産業集積の活性化に関する目標 

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要 

（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラ整備状況等地域の特色） 

①立地条件 

・本県は、日本列島のほぼ中央に位置し、周囲を富士山をはじめ南アルプス、八ヶ岳

連峰、秩父山系などの 2,000～3,000ｍ級の山々に囲まれた内陸県である。 

・また、首都圏の西部に位置し、県を東西に横断する中央自動車道及びＪＲ中央本線

によって、東京・神奈川方面並びに長野県の南部を経由して名古屋圏にアクセスで

きるほか、雁坂トンネルの開通や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が中央自動車

道と連結されたことにより、埼玉、北関東方面へのアクセスが飛躍的に向上してき

た。 

・さらに、ＪＲ身延線や国道 52 号などが静岡方面へのアクセスとして利用されている

が、中部横断自動車道についても、中央自動車道と第二東海自動車道間の建設が進

められており、清水港などの港湾や平成 21 年開港予定の富士山静岡空港へのアクセ

スが容易になり、一層利便性が向上することが見込まれる。 

 

②自然条件 

・本県は、県土のうち森林が約８割を占める森林県であり、富士箱根伊豆国立公園、

秩父多摩甲斐国立公園、南アルプス国立公園の３つの国立公園をはじめとする自然

公園面積が県土の約３割を占めるなど、自然豊かな地域である。 

・こうした山々、森林、さらに複雑な地層構造から育まれる豊富で清らかな水は、産

業活動や県民生活の源となっている。 

・また、甲府盆地から八ヶ岳南麓にかけては日照時間が長く、気候風土を活かしたブ

ドウ栽培やワイン醸造などが発達してきたほか、近年では太陽光発電などの実証試

験なども展開されようとしている。 

 

③既存の産業集積の状況 

・本県は、可住地面積の少ない内陸県であるが故に重化学工業はもとより、量産型、

労働集約型工業に適さず、首都圏の一角にありながらも工業発展が遅れた。しかし

結果的には環境負荷の小さい研究開発や試作、受注生産型の大型組み立て工業が展

開し、豊かな自然環境が維持されることにつながった。 

・特に本県では、古くから水晶の採取・加工を中心とする宝飾産業が発達し、今日で

も全国有数の産地となっている。また、宝飾加工に端を発した精密加工技術は、シ

リコンウェハや各種デバイスなどの硬脆材料の研磨・切削加工に活かされ、現在の

本県のメカトロニクス、エレクトロニクス産業の基礎にもなっている。 

・こうした伝統的技術蓄積に加え、精密機械産業が集積する長野県諏訪地方と、機械
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電子産業が集積する東京都多摩地域の間に位置する本県の地理的特性等を踏まえ、

テクノポリス計画などに基づき地域産業の高度化のための計画的な工業団地整備と

企業誘致が進められた。こうした積極的な企業立地施策の展開により、昭和 57年の

中央自動車道の全線開通に相前後して、電子部品、半導体デバイス、半導体製造装

置、液晶製造装置や産業用ロボット等のメカトロニクス及びエレクトロニクス産業

の立地が進み、機械電子産業の一大集積地域が形成されてきた。 

・このような背景により、本県産業構造は、一般機械器具製造業、電子部品・デバイ

ス製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、精密機械器具製造業な

どの工業分野が極めて高いウェイトを占めるに至っている。 
 

■産業中分類別製造品出荷額等（従業者４人以上事業所）の構成比と特化係数 
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出典 平成 17 年工業統計調査    

 

・本県の平成 17 年における製造品出荷額等は 2兆 4,469 億円であるが、そのうち出荷

額の多い各種機械器具製造業及び電子部品・デバイス製造業の６業種だけで、全体

の２／３の 1兆 6,307 億円を占めている。 

・現在、これらの産業集積をさらに活かすために、地域の中堅中小企業等が大学、研

究機関等のシーズを活用して産業集積（産業クラスター）を形成し競争力向上を図

ることを目指す産業クラスター計画（中央自動車道沿線地域）の指定を受け、地域

企業や大学等との連携の下に、研究開発・製品販路拡大などが図られている。また
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平成 17 年には、富士吉田商工会議所が中心となって富士北麓・東部地域産業クラス

ター協議会が組織され、富士吉田市、都留市、大月市、上野原市及び周辺地域の機

械器具、電子デバイスなどの研究開発や新規事業の創出に向けた活動も始まってい

る。 

・本県の機械電子産業は、誘致企業である世界的大企業と、地場の一次・二次下請け

企業群から成っている。特に地場の中小企業の技術力強化が課題とされているが、

近年では技術革新や研究開発に積極的に取り組むことにより、自社の強みを獲得し

ようとする企業も増えている。 

・このほか、豊かな自然環境や特色ある地域の生活文化の中で甲府市を中心とした宝

飾加工品、甲州市を中心としたワインや富士吉田市を中心とした先染め絹織物をは

じめ、ニット、木工家具、花火、印伝などの地場産業が形成されている。 

・特にワインは、抗酸化作用が認められているポリフェノールが含有されており、健

康飲料としても改めて注目されている。全国有数のワイン産地である本県では、高

品質化などによるワイン産業の振興や、古くから蓄積された発酵技術等の多面的な

利用に向けた研究開発なども行われている。 

・また、本県はミネラルウォーターの生産量が日本一であるほか、良質な水資源を活

用した菓子・麺類などの各種加工食品生産が盛んである。山岳や地域の名称を冠し

た食品・飲料品ブランドも数多く存在し、本県の豊かな自然環境や天然素材を利用

した商品は、安全・安心の面でも消費者に強い支持を受けており、近年では様々な

健康食品を生産する企業も増えている。 

 

④インフラ整備の状況 

・既に一部区間が供用開始されている中部横断自動車道は、増穂ＩＣ以南において有

料道路方式と併せて新直轄方式による建設が進められており、この道路の開通によ

り中央自動車道と第二東海自動車道が結ばれる予定である。また、上信越自動車道

に繋がる北杜市以北についても、長野県内の佐久穂町から佐久市の間で工事が進め

られており、基本計画区間にとどまっている北杜市から佐久穂町までの間について

は、整備計画区間への早期格上げを図るべく、長野県との連合会活動を再開するな

ど、整備への気運が高まっており、この区間の開通による産業の活性化や地域間交

流の拡大が期待されている。 

・また、東海旅客鉄道株式会社では、平成 37（2025）年までに東京から名古屋までを

リニアモーターカーで結ぶ「中央新幹線」の営業開始を目指すこととしており、既

に実験線が建設されている本県内を横断するルートが想定されることから、リニア

駅の建設により首都圏及び中京圏とのアクセス時間が大幅に短縮されることが予想

される。 
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⑤大学等の設置状況 

・現在、県内には大学９校、短大３校があり、このうち大学７校が大学院を設置して

いる（平成 19 年４月の大学、短大、大学院の学生数は、入学定員で総数 4,753 人）。

このうち、技術系（工学・理工学系）人材を養成する大学・大学院は、国立大学法

人山梨大学（以下「山梨大学」という。）、帝京科学大学がある（平成 19 年３月の両

校の卒業生は総数で 1,354 人）。 

・山梨大学はワインやクリーンエネルギーなどに関する研究機関を有し、帝京科学大

学はアニマルサイエンス科や環境科学科などを有しているほか、健康科学大学など

が存在し、他地域には無い多様な研究開発や人材育成が全県で展開されている。ま

た、県立産業技術短期大学校や２つの高等技術専門校では、高度な技術や技能、専

門的な知識を併せ持った「実践技術者」の育成を行っている。 

 

（目指す産業集積の概要） 

・本県産業集積にあたってのコアコンピタンス（他には真似できない独自の中核的な

強み）は、 

1) 大都市圏に隣接しながら持つ豊かな自然と景観 

2) 機械電子産業をはじめとする既存産業の集積 

3) 高等教育機関や企業が持つバイオや新エネルギー関連などの技術シーズ 

である。これらのコアコンピタンスを活用して、本県経済のさらなる発展と県民の

雇用機会を確保していくためには、比較的環境負荷が少ないながらも付加価値が高

く、今後の拡大が見込める産業の振興を図ることが効果的である。このため、グロ

ーバルな競争力を有する機械電子産業及び地域の優れた資源を有効に活用し得る健

康関連産業を中心にさらなる産業集積を図ることとする。 

・機械電子産業については、引き続きリーディング産業に位置付け、先端技術のさら

なる高度化を支援しながら、一層の産業集積と新たな研究開発や技術力の向上によ

る持続的発展を目指す。特に、ナノテクノロジーや燃料電池産業など、今後飛躍的

な市場拡大が見込まれる分野について、県内に蓄積されつつある技術シーズを活用

しながら研究開発型企業等を含めた産業集積を図る。 

・また健康関連産業については、高齢化社会の進行などに伴い今後の市場拡大が確実

に見込まれ、本県の優れた自然資源や伝統産業に蓄積された幅広い技術などを利用

できる分野として、もう一つのターゲットとする。特に、本県のクリーンな環境が

最大限活かせる健康食品関連産業や医療器具製造業等の産業集積を図る。 

・なお、長野県上田広域、諏訪、上伊那、松本市、塩尻市・筑南地域と山梨県全域地

域の各協議会構成員等との情報交換や広域的な連携事業を進め、当地域の集積活性

化を一層促進する。 

 

コメントコメントコメントコメント [情報情報情報情報システムシステムシステムシステム厚生厚生厚生厚生1]:  

１(1)の後に、(3)目標達成に向けた

スケジュールを追加 
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（２）具体的な成果目標 

 現 状 計画終了後 伸び率 

集積区域における集積
業種全体の付加価値額 

６，７１３億円 ７，２７９億円 ８．４％ 

注）現状値は、平成 18年工業統計調査（速報）による 
 

（３）目標達成に向けたスケジュール 

取り組み項目 

（実施主体） 
19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

 
集積業種への誘致活動 
（県、市町村等） 
 

      

既存工場の新・増設支援 
（県、市町村等） 

      

企業立地・産業高度化を実現す
る総合的支援体制の整備 
（山梨県地域活性協議会等） 

      

工場等の用地の確保 
（県、市町村等） 

      

研究開発施設やインキュベー
ション施設等の活用 
（県、大学、産業支援機関等） 

      

教育機関による人材育成 
（県、市町村、大学等教育機関、
産業支援機関等） 

      

・ものづくり人材育成のための専門

高校地域連携事業 
      

・高校生インターンシップ推進事業       

・キャリア教育推進事業       

技術系人材確保への支援 
（県、市町村、大学等教育機関、
産業支援機関等） 

      

産学官連携の促進 
（県、市町村、大学等教育機関、
産業支援機関等） 

      

・県工業技術センターにおける技術

開発・依頼試験等の充実 
      

・産学官連携強化事業 
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取り組み項目 

（実施主体） 
19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

・地域技術事業化会議       

試験研究機関への研究機器等
の整備 
（県、大学等） 

      

中小企業への支援体制強化 
（県、市町村、産業支援機関等） 

      

・中小企業サポートセンター事業       

・山梨県起業家支援センター事業       

・ものづくり産業支援事業       

施設整備等のニーズ把握 
（県、市町村等） 

      

工場適地の情報提供機能の充
実 
（県、市町村、産業支援機関等） 

      

・企業立地セミナー       

・立地適地紹介事業       

施設整備等の推進 
（県、市町村等） 

      

交通基盤整備等の推進 
（県、市町村等） 

      

情報通信基盤の整備 
（県等） 

      

広域連携の推進 
（山梨県と長野県上田広域、諏
訪、上伊那、松本市及び塩尻
市・筑南地域の各地域産業活
性化協議会の構成員等） 
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２ 集積区域として設定する区域 

（１）集積区域 

・山梨県全域（28 市町村）の可住地 95,000ha を対象とする。 

ただし、工場立地が地理的、地形的、又は自然環境の保全などの点から、不可能又

は不適切な場所として、以下の地域を除外する。ただし、自然公園地域のうち普通

地域については、工場立地を行いうる可住地がすべて自然公園地域内であり、他に

立地に適した土地を求めることができない町村が存在すること等のやむを得ない地

域固有の事情があることから、県環境関連条例をはじめとする環境保護法令を遵守

するとともに、工場跡地への立地誘導、開発面積を最小限とする等、自然環境に十

分な配慮を加えることを前提に、集積区域に含める。 

� 自然公園法に規定する自然公園地域（普通地域を除く） 

� 自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域 

� 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区 

� 絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律に規定する生息等保護区 

� 環境省指定の特定植物群落 

 

■集積区域（網掛けを除く区域） 
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（２）集積区域の自然的社会的経済的条件から見た一体性 

①地理的条件、地域交通基盤 

・本県の面積は 446,500ha であり、県庁所在地である甲府市は県のほぼ中央に位置す

る。鉄道では甲府市を中心にＪＲ中央本線が東西に走り、南北はＪＲ身延線が結ぶ。

富士北麓地域は大月市から富士急行線が連絡している。特急列車を利用した場合、

東部の大月から最西部の小淵沢まで１時間、甲府駅から最南部の南部町まで１時間

で到達する。 

・高速道路については、県東部の上野原ＩＣと西部の小淵沢ＩＣを 80 分で結ぶ。また、

中央自動車道と第二東海自動車道を結ぶ中部横断自動車道は、平成 18 年 12 月に増

穂ＩＣまで開通し、増穂ＩＣ以南についても整備が進められており、概ね 10年以内

には全線開通が期待され、これにより南北の動線が確立する。甲府市と富士北麓地

域は国道 137 号、国道 358 号及び中央自動車道により、それぞれ１時間程度で結ば

れている。甲府都市圏においては、高速道路と連結する新山梨環状道路の整備が進

められており、中部横断自動車道の一部区間を利用する西部区間は既に供用してお

り、南アルプス市と甲府市南部を結ぶ南部区間は平成 20 年度に開通見込みである。

この開通により、南アルプス市周辺から甲府市西部の県工業技術センター、大規模

な展示場であるアイメッセ山梨へのアクセスが飛躍的に向上し、産業間の連携が促

進されるとともに、山梨大学医学部附属病院や大規模な商業施設がこの道路の沿線

上に立地していることから、医療をはじめ生活環境の向上が期待される。 

・このように、県内は交通網が発達しているため、時間距離は短く、一体性は相当程

度高い。 

 

②産業集積との関連 

今回指定しようとする業種の集積は、県内全域に幅広く分布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

■主な事業所の分布 

 

 

③教育機関・研究機関等の分布 

・地域の研究開発等の支援や、人材育成を行う機関には次のような施設があり、県内

全域に分布している。 

・本計画の産業集積に向けては、全県で一体となった連携・支援が必要となる。 

峡中地域 山梨大学、山梨県立大学、山梨学院大学、県立甲府工業高等学校、

県総合理工学研究機構、県工業技術センター、県総合農業技術セン

ター、県就業支援センター、(財)やまなし産業支援機構 等 

峡東地域 県立産業技術短期大学校、県果樹試験場、県ワインセンター 等 

峡南地域 県立峡南高等学校、県立峡南高等技術専門校、県森林総合研究所 等 

峡北地域 県立韮崎工業高等学校 等 

富士・東部

地域 

帝京科学大学、健康科学大学、県立谷村工業高等学校、県富士工業

技術センター、県環境科学研究所、県立都留高等技術専門校 等  

 

３ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

・企業立地重点促進区域は既存の工業団地及び工場の新規立地又は規模拡大が見込ま

れる地域を指定することとし、必要に応じて随時追加指定する。 

・具体的な区域については別表一覧のとおり 
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４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする区域 

（１）工場立地法の特例措置を実施しようとする区域 

・企業立地重点促進区域の全域（自然公園地域を除く。） 

 

（２）特例措置の実施により期待される効果 

・本県は、可住地面積が少なく、既に相当数の企業が立地しており、新たな用地確保

が困難であることから、工場立地法の特例を措置することが不可欠である。 

・本計画において集積を図ろうとする業種では、高い成長が期待できる企業が多く、

新たな工場立地や設備投資、生産能力の拡張などのニーズは極めて高い。しかし、

十分な用地が確保できないために進出を断念したり、敷地内での生産設備の増強が

できずに需要増に対応できない既存企業があるのが現状である。 

・この特例措置の実施により、既存の事業所では敷地内での生産設備や研究施設等の

新設及び増設が可能となる。また新規立地企業にあっては、工場の取得用地が縮減

できることから、工場用地の効率的な活用が進み、企業立地重点促進区域への一層

の集積を図ることができる。 

・特例措置の実施によって、49 件程度の企業立地、新規雇用人数 2,300 人程度の効果

が見込まれる。 

・なお、この特例措置を実施するにあたっては、地域の実情、住民の意思を踏まえ、

特定工場の周辺の生活環境の保持を適切に図るとともに、県・市町村の環境保全部

局や関係機関との調整を行うものとする。 
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５ 集積業種として指定する業種 

（１）業種名 

（業種名又は産業名） 

①機械電子産業 

②健康関連産業 

 

（日本標準産業分類上の業種名） 

①機械電子産業 

11 繊維工業 29 電気機械器具製造業 

25 はん用機械器具製造業 30 情報通信機械器具製造業 

26 生産用機械器具製造業 31 輸送用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業 81 学術・開発研究機関 

 
(274 医療用器械器具・医療用品製

造業を除く) 

(うち 811 自然科学研究所) 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

 

②健康関連産業 

09 食料品製造業 27 業務用機械器具製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 

（105 たばこ製造業を除く） 

（うち 274 医療用機械器具・医療用

品製造業） 

11 繊維工業 81 学術・開発研究機関 

16 化学工業  (うち 811 自然科学研究所) 

19 プラスチック製品製造業  

 

［①，②の関連業種］ 

39  情報サービス業 49 各種商品卸売業 

40  インターネット附随サービス業 51 飲食料品卸売業 

44  道路貨物運送業 52 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

47  倉庫業 53 機械器具卸売業 

48  運輸に附帯するサービス業 54 その他の卸売業 

 (うち 484 梱包業)    
 

（２）（１）の業種を選定した理由 

①機械電子産業 

（機械電子産業の集積） 

・本県では、精密加工、超精密加工技術に立脚した機械電子産業の集積が進んでおり、
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本県の製造業の中では、一般機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・

デバイス及び精密機械器具の各製造業の占める割合が特に大きい。 

・本県製造業（従業者４人以上の事業所）の全国構成比は、事業所数、従業者数、出荷

額、付加価値額のいずれも 1%弱であるが、機械電子産業（一般機械器具製造業、電気

機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、輸送用機械

器具製造業及び精密機械器具製造業）に限れば、事業所数では 1.26%、従業者数で

1.34%、出荷額では 1.43%、付加価値額でも 1.47%を占めており、この分野の産業集積

が進んでいる。 

 

■本県機械電子産業の状況（従業者数４人以上の事業所） 

（単位：事業所、人、百万円）       

00 全国 19 山梨県
全　国
構成比

特化
係数

00 製造業計 276,716 (100.0%) 2,607 (100.0%) 0.94% - 

26 一般機械器具製造業 35,338 (12.8%) 326 (12.5%) 0.92% 0.98

27 電気機械器具製造業 12,388 (4.5%) 156 (6.0%) 1.26% 1.34

28 情報通信機械器具製造業 2,368 (0.9%) 60 (2.3%) 2.53% 2.69

29 電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造業 5,997 (2.2%) 173 (6.6%) 2.88% 3.06

30 輸送用機械器具製造業 12,420 (4.5%) 95 (3.6%) 0.76% 0.81

31 精密機械器具製造業 4,462 (1.6%) 54 (2.1%) 1.21% 1.28

機械電子系6業種小計 72,973 (26.4%) 864 (33.1%) 1.18% 1.26

00 製造業計 8,159,364 (100.0%) 76,953 (100.0%) 0.94% - 

26 一般機械器具製造業 983,449 (12.1%) 13,242 (17.2%) 1.35% 1.43

27 電気機械器具製造業 559,413 (6.9%) 7,475 (9.7%) 1.34% 1.42

28 情報通信機械器具製造業 205,331 (2.5%) 3,831 (5.0%) 1.87% 1.98

29 電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造業 492,512 (6.0%) 11,045 (14.4%) 2.24% 2.38

30 輸送用機械器具製造業 944,352 (11.6%) 4,167 (5.4%) 0.44% 0.47

31 精密機械器具製造業 151,188 (1.9%) 2,370 (3.1%) 1.57% 1.66

機械電子系6業種小計 3,336,245 (40.9%) 42,130 (54.7%) 1.26% 1.34

00 製造業計 295,800,300 (100.0%) 2,446,860 (100.0%) 0.83% - 

26 一般機械器具製造業 31,210,883 (10.6%) 527,105 (21.5%) 1.69% 2.04

27 電気機械器具製造業 18,812,387 (6.4%) 353,838 (14.5%) 1.88% 2.27

28 情報通信機械器具製造業 11,534,270 (3.9%) 146,378 (6.0%) 1.27% 1.53

29 電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造業 18,720,153 (6.3%) 377,343 (15.4%) 2.02% 2.44

30 輸送用機械器具製造業 53,999,911 (18.3%) 128,018 (5.2%) 0.24% 0.29

31 精密機械器具製造業 3,784,716 (1.3%) 98,004 (4.0%) 2.59% 3.13

機械電子系6業種小計 138,062,320 (46.7%) 1,630,686 (66.6%) 1.18% 1.43

00 製造業計 104,236,276 (100.0%) 946,779 (100.0%) 0.91% - 

26 一般機械器具製造業 12,132,670 (11.6%) 163,963 (17.3%) 1.35% 1.49

27 電気機械器具製造業 6,447,158 (6.2%) 167,911 (17.7%) 2.60% 2.87

28 情報通信機械器具製造業 3,249,985 (3.1%) 45,419 (4.8%) 1.40% 1.54

29 電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造業 6,892,067 (6.6%) 127,219 (13.4%) 1.85% 2.03

30 輸送用機械器具製造業 15,136,382 (14.5%) 42,498 (4.5%) 0.28% 0.31

31 精密機械器具製造業 1,655,006 (1.6%) 62,518 (6.6%) 3.78% 4.16

機械電子系6業種小計 45,513,268 (43.7%) 609,528 (64.4%) 1.34% 1.47

付
加
価
値
額

事
業
所
数

従
業
者
数

製
造
品
出
荷
額
等

 

出典 平成 17 年工業統計調査（産業編）を加工    

（優位性を有する製品及び技術シーズ等） 

・一般機械分野では、品目別製造品出荷額の全国シェア第２位であるウェーハプロセス
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用処理装置をはじめ、産業用ロボットや検査計測機器等を生産する大企業と関連部品

を製造する中小企業に、設計・組み立て・検査技術が蓄積されている。特に、ネジ・

軸受けなどの駆動機構や位置決め機構部品などの基幹部品製造のための組み立て技

術、設計・検査技術の高精度化が急速に進んでいる。また、半導体製造装置関連では、

大手企業の下請けから薄膜・成膜、シミュレーション技術などの蓄積を図り、独自の

強みを持った中小企業も育っている。 

・電子部品・デバイス分野では、ここ数年で携帯電話向けを中心としたＬＥＤ（発光ダ

イオード）の出荷額が急速に増加し、全国シェア２位の品目となっているほか、伝統

の水晶加工技術を活かした水晶発振子や単結晶基板など、本県ならではの強みを持っ

た、技術特化型の企業が複数存在する。 

・シリコンウェハや各種半導体素子、集積回路などの硬脆材の加工技術分野では、形状

切削と研磨技術を中心とする技術蓄積が進んでいる。またレーザ加工をはじめプラズ

マ放電や精密測定技術を組み合わせて、高精密加工から超精密加工への対応を進める

動きが広がっている。 

・電気機械分野では、全国シェア第 1 位の数値制御装置をはじめ、検査計測関連機器の

設計・製造を行っているセンサー技術分野企業が数多く存在する。 

・自動車部品分野では、時計向けの精密部品製造で培った技術を活かして、自動車のＡ

ＢＳ向けの部品生産で高シェアを獲得している企業なども存在する。 

 

■小分類別製造品出荷額上位業種（従業者数４人以上の事業所） 

製造品出
荷額(億円)

構成比
特化
係数

製造品出
荷額(億円)

構成比
特化
係数

3,773 15.4% 24.5 2912 半導体素子製造業 1,258 5.1% 9.4

2919 その他の電子部品製造業 1,091 4.5% 21.9

2913 集積回路製造業 768 3.1% 1.6

266 特殊産業用機械製造業 2,460 10.1% 60.5 2667 半導体製造装置製造業 2,354 9.6% 12.2

274 電子応用装置製造業 2,344 9.6% 72.0 2749
その他の電子応用装置製
造業

2,307 9.4% 30.1

301 自動車・同附属品製造業 1,274 5.2% 0.3 3013
自動車部分品・附属品製
造業

1,274 5.2% 6.9

269
その他の機械・同部分品
製造業

1,118 4.6% 2.7 2698 産業用ロボット製造業 652 2.7% 13.5

282
電子計算機・同附属装置
製造業

1,063 4.3% 2.9 2821 電子計算機製造業（ﾊﾟｰｿ
ﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ製造業を除く）

950 3.9% 14.3

313
医療用機械器具・医療用
品製造業

629 2.6% 8.2 3131 医療用機械器具製造業 x - -

268
事務用・サービス用・民
生用機械器具製造業

610 2.5% 1.3 2681 事務用機械器具製造業 429 1.8% 2.2

267
一般産業用機械・装置製
造業

581 2.4% 1.1 2673
エレベータ・エスカレー
タ製造業

x - -

193
工業用プラスチック製品
製造業

488 2.0% 1.6 1931
工業用プラスチック製品
製造業（加工業を除く）

472 1.9% 17.1

小　分　類　業　種 うち、代表的細分類業種

電子部品・デバイス製造
業

291

 

出典 平成 17 年工業統計調査（産業編）    

（ナノテクノロジー・燃料電池など次世代の産業展開に向けた産業の高度化への対応） 

・電気・電子製品分野では高性能化とコスト低減の両面から、部品の超微細化（「ミク
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ロン単位」から「ナノ単位」の加工）が加速度的に進んでいる。さらに、ナノエレク

トロニクス部材の低価格化、有機材料による半導体製造分野への対応なども求められ

ている。 

・このため、一次・二次下請け企業群の超精密加工分野への対応を図るための製造技術

のシステム化や、組込み技術等の開発及び蓄積などの支援を重点的に行うことによ

り、新たな産業集積を図る。 

・また、山梨大学において多くの技術シーズが生み出されている燃料電池は、無公害型

の次世代エネルギー源として、地球環境の保全などを図る上で社会的に大きな期待が

寄せられており、我が国の将来的な基盤産業と位置づけられている。現在、山梨大学

の有する高効率・低価格な燃料電池供給に向けた様々な技術シーズを基に、産学官連

携により実証実験を交えながら実用化を目指す「山梨くになかエリア・分散型クリー

ンエネルギーシステム」の共同研究プロジェクトが進行中である。 

・燃料電池の実用化には装置の耐久性の向上、高効率化、低価格化などが必須とされて

おり、微細加工技術、射出成形技術、燃料となる水素製造技術など、既存の県内産業

の技術蓄積を有効に利用できるほか、研究開発の進展により、これらの裾野産業（関

連産業）の技術革新が進むことも期待されることから、先行的に研究施設併設型のエ

ネルギー関連企業の誘致を進め、将来的に各種の燃料電池デバイス等の生産拠点の形

成を目指す。 

・さらに、富士吉田市を中心とする地域にある企業と信州大学では、ナノファイバーに

関する研究開発が共同で行われている。ナノファイバーは、燃料電池の高性能化やパ

ソコン、携帯電話、自動車等の小型化・省エネ化に寄与する技術で、今後の市場拡大

が見込まれる。 

 

（機械電子産業の波及効果と発展性） 

・機械電子産業は、付加価値額が大きく、給与水準も他の製造業種に比べて相対的に高

い。また原材料や部品・モジュールとしての連関など他産業も含めた経済波及効果も

高い。さらに下請けとして業務を請け負うことが可能な中小企業も県内に多数存在す

ることから、技術移転等による中小企業の競争力強化の面も含めて、県内産業への影

響は極めて大きい。 

・機械電子産業は、中国やインドなどの新興国の経済成長に伴い、さらなる市場規模の

拡大が見込まれる。特に本県製造業の中でも出荷額の多い半導体製造装置や数値制御

装置などの「製造装置産業」は、最終製品や部品の価格下落の影響を受けにくく、国

際競争力が高いことから高付加価値を維持しやすい産業である。 

 

（持続可能な地域経済発展の必要性） 

・本県は首都圏に位置しながらも、豊かな森林と豊富な水資源、美しい景観に恵まれた
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環境の優れた地域であり、このことが本県の最大のアピールポイントである。今後と

もこの地域特性を健全に維持・向上させながら産業発展を図っていく必要がある。 

・本県に集積している機械電子関連産業は、比較的環境負荷の少ない内陸型の加工組み

立て産業が中心であり、県民生活や県内産業の源である環境を保全しながら、持続的

な地域経済の発展を図るには、これらの産業の立地をさらに進めていく必要がある。 

 

以上により、本計画では高度な機械製造や電子部品製造等の関連企業や研究機関を誘

致し、引き続き本県産業の牽引役として一層の集積を図ることで、地域の活性化を実現

することを目指す。 

 

②健康関連産業 

（新たな地域産業としての健康関連産業） 

・本県では、豊富な森林や温泉などの恵まれた自然資源・景観や地理的条件を活かした

医療・福祉分野を新成長産業分野の一つとして位置づけ、医工連携等による健康関連

産業の振興を図っている。 

・高齢化社会の進展とともに、健康関連産業市場は大きな成長が見込まれている。 

 

■健康関連産業の将来予測 

推計値 2001 年 2010 年 

市場規模 12 兆円 20 兆円（×1.6 倍） 

雇用者数 200 万人  300 万人程度（×1.5 倍） 

医療費推計 30 兆円 38 兆円 

健康増進活動等の推進による医
療費抑制効果 

▲4 兆円（約 1割抑制） 

出典：経済産業省「健康サービス産業創造研究会報告書」   

 

（健康関連産業の範囲） 

・本計画で想定する健康関連産業は、次のとおりである。 

� 医療・福祉関連機械器具産業 

� 機能性・健康食品などの飲料・食料品関連産業 

� 化粧品等の高付加価値産業 

 

（医療関連機械器具製造業の集積） 

・厚生労働省の「薬事工業生産動態統計調査」によると、平成 17 年の本県の医療機器

生産金額は 567 億 6 千万円と、全国の生産額 1 兆 5,724 億円の 3.6%を占め、全国 10
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位のポジションにある（平成 16 年は全国シェア 4.9%、全国７位）。 

・本県では、シリンジ（注射器）・注射針、輸液剤等の大規模生産設備を有する大企業

ばかりでなく、それを支える工業用プラスチックの精密加工産業や化学工業などの関

連産業の集積があり、この分野の今後の需要増加にも対応し得る素地を十分有してい

る。 

・また、本県中小企業が有する高度なものづくり技術と、医療現場のニーズの融合によ

って新しい医療機器等の開発を行う「医療関連ものづくり交流会」が山梨大学附属病

院を中心に平成 18 年に設立され、すでに新製品も生み出されている。医療関連分野

において、自社に蓄積された独自技術を活用して少量多品種生産にも対応した新たな

高付加価値な製品づくりを展開しようとする企業も増えている。 

■本県の医療機器生産額の推移 

項目 単位 H12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 

全 国 百万円 1,486,266 1,516,989 1,503,507 1,498,918 1,534,365 1,572,401 

山梨県 百万円 48,455 50,242 56,279 67,128 74,353 56,758 

伸び率 ％  3.69% 12.02% 19.28% 10.76% -23.66% 

全国ｼｪｱ ％ 3.26% 3.31% 3.74% 4.48% 4.85% 3.61% 

全国順位 位 11 10 11 8 7 10 

出典：厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」 

 

（健康・機能性食品とバイオテクノロジー） 

・総合科学技術会議による第３次科学技術基本計画の分野別推進戦略において、ライフ

サイエンス分野の重点領域の一つとして「よりよく食べる」という項目が設定されて

いるとおり、「食」を通じて健康になりたいとする意識が国民の間に広く浸透してい

る。これを受けて、厚生労働省が許可する特定保健用食品の市場分野は、制度が発足

した平成 3 年度以降急速に拡大しており、平成 17 年度には 6,300 億円に達している

（（財）日本健康・栄養食品協会調べ）。 

・特定保健用食品を含む、機能性・健康食品（医薬品・医薬部外品と一般の加工食品の

中間に位置し、厚生労働省などの許可や承認の有無を問わず、何らかの機能性や効能

などが期待されるもの）分野においては、バイオテクノロジーなどの活用により、さ

らなる新機能・新製品等の開発が期待されている。 

・本県では、代表的地場産業であるワイン生産やきのこ関連企業などを中心に、古くか

ら発酵や培養技術を保有している。さらに本県には、山梨大学のワイン科学研究セン

ターや、県工業技術センターのワインセンターなど、全国に類をみない研究機関があ

り、さらなる技術高度化のための研究開発が継続的に行われてきた。 

・バイオテクノロジー分野においては遺伝子組み換え技術など、いわゆる「ニューバイ

オ」が注目されてきた。しかし、これを応用した食品等に対しては、未だに消費者の
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理解が十分に得られていないことから、本県のワイン等酒類製造業者等が保有する発

酵や微生物利用の食品開発などの生物系（オールド）バイオ技術を活用し、例えば抗

ガンや抗酸化作用があるといわれるポリフェノールの含有量の多いワインや、果実を

はじめとする県産農産物などを用いた機能性・健康食品の開発を行うなど、関連産業

の裾野を拡大していくことが有望である。また、機能性・健康食品については科学的

根拠・効能の裏付けが重要であることから、大学・県立試験研究機関等において、こ

うした機能性評価等を積極的に支援している。 

・山梨県では平成 17 年にバイオ産業に関する産学官連携組織として企業、大学、県立

試験研究機関の研究者・技術者などで構成される「やまなしバイオフォーラム」を設

立している。顔の見える人的ネットワーク組織として、情報交流や研究交流・技術交

流など、多面的な人材交流を通じてビジネスチャンスの拡大を図り、山梨のバイオ産

業の発展を目指している。 

 

（化粧品等の高付加価値産業） 

・本県に立地する化粧品・健康食品メーカーなどは、化学物質に依存せずに水やミネラ

ルなど自然資源を使用した美容や健康に関する製品展開を行っている。こうした企業

では山梨ならではの自然資源や環境イメージを製品戦略に利用することで付加価値

を高めることに成功している。直接摂取したり、肌に触れたりする製品については、

特に安全・安心の訴求が重要であることから、同様の産業発展の可能性は十分に大き

いと考えられる。 

 

（研究開発や人材育成の基盤） 

・健康関連分野に関する高等教育機関としては、山梨大学（医学部、工学部）、山梨県

立大学（看護学部）、健康科学大学、帝京科学大学（医療科学部、生命環境学部）な

どがある。また県環境科学研究所においても生理学的・生気象学な見地から健康と地

域環境の関係などについて研究が行われている。 

・山梨大学では、医学部において臨床薬理学に基づく薬物の実験評価システムや実験用

動物モデルに関する研究、また工学部では視覚・身体障害者や高齢者用のロボットや

車椅子の開発等に関する研究が展開されており、共に大学発ベンチャーとして事業展

開を行っている。 

・また、富士吉田市を中心とする地域にある企業と信州大学では、ナノファイバーに関

する研究開発が共同で行われており、医療分野に関して、手術室の無菌化、医療機器

の軽量化、人工筋肉等の再生医療等への応用が期待される。 

・このほか、本県の代表的産品であるブドウ、モモなどの果実やワインなどの機能性評

価や、薬理学的な有効性・安全性の評価なども実施されるなど科学的知見を踏まえた

次世代の健康食品・機能性食品・特定保健用食品の開発に向けた取り組みが進行中で
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ある。 

■健康関連の製品開発及び研究事例 

研究・開発テーマ 製品・研究例 開発機関 

バイオ技術を利用した地域農林

産物からの新機能性商品の開発 

果実のポリフェノールを活

用した抗酸化機能性食品 

県工業技術センター 

ブドウ及びワインポリフェノー

ルの機能性 

通常の３倍のポリフェノー

ルを含有するワイン 

山梨大学ワイン科学

研究センター 

ブドウ種皮を利用した健康サプ

リメントの開発及び機能性評価 

血管弛緩作用等の機能性評

価 

山梨大学医学工学総

合研究部ほか 

地域農産物による機能性食品の

開発 

各種果実を使った発酵飲

料、県産野菜の機能性評価 

県工業技術センター 

キノコの特性を活かした高品質

菓子の開発 

シイタケを利用したサブレ 県工業技術センター 

ポリフェノールを用いた新しい

悪性腫瘍治療法の開発 

ポリフェノールの悪性腫瘍

増殖抑制機能の研究 

山梨大学医学部附属

病院 

薬用キノコに含まれる機能性物

質の効率的な生産 

霊芝のガノデリン酸の効率

的生産法 

山梨大学、県森林総合

研究所 

 

以上により、次世代に向けての成長産業分野として健康関連産業、特に医療・福祉関

連機器、機能性食品（特定保健用食品、その他の栄養食品等）、化粧品等の製造拠点の

一層の集積を図るとともに、代替医療として県産品をはじめとする様々な地域資源を活

用した健康関連産業に関する事業者や研究機関の立地を進める。 

 

［関連産業の集積］ 

・あらゆる産業分野でＩＣＴの活用は時代の潮流になっており、ＩＣＴを活用した技術

革新は急速な広がりを見せている。機械電子産業などの製造業では、生産性の向上や

製品の高度化に対応するため、ＣＡＤ／ＣＡＭや組込システムなど、各種のＩＣＴと

の融合が欠かせないものとなっている。また健康関連産業においてもインターネット

による電子商取引の進展に伴って市場が急速に拡大している。 

・本県においては、このような産業の情報化を支える情報通信産業の集積はまだ少ない

ものの、多くの情報通信関連企業が集積する東京に隣接した立地条件や、昨年８月に

供用が開始された情報ハイウェイ等の情報通信基盤など、情報通信産業の発展に向け

高いポテンシャルを有している。このようなことから、指定集積業種を支える産業分

野として、積極的に情報サービス業及び関連産業の集積を進める必要がある。 

・さらに、物流の社外委託や物流関係企業からの施設の賃貸など、物流機能の外部化が

進展しつつあることを踏まえると、さらなる企業立地促進のためには、物流関連企業

の企業誘致が必要であることから、関連業種として物流施設を設置運営する業種を加

える。 
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６ 指定集積業種に属する事業者の企業立地の目標 

項   目 目標数値 

指定集積業種の立地件数 ６３件    

指定集積業種の製造品出荷額の増加額 １,５５７億円   

指定集積業種の新規雇用人数 ３,５３６人    

 

７ 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修

施設その他の事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む）、高度な知

識又は技術を有する人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のた

めの事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業の内容 

（産業用共用施設の整備等に関する事項） 

①工場等の用地の確保 

・企業立地重点促進区域は既存の工業団地及び工場の新規立地又は規模拡大が見込ま

れる地域を指定することとし、必要に応じて随時追加指定する。 

・特に、既存の工業団地以外の地域においては、土地利用基本計画、都市計画、農業

振興地域整備計画などとの整合性、自然・緑地・景観等の保全、地域の住民生活や

インフラとの関連性を十分勘案し、工場用地として開発が可能な地域を割り出し、

確保する。 

・また、県及び市町村の助成金や奨励金の優遇制度により、企業の県内への誘致及び

県内再投資の促進を図る。 

 

②研究開発施設やインキュベーション施設等の活用 

・県工業技術センターや富士工業技術センター、山梨大学などの研究シーズを活用し

た新事業・新産業の創出を支援するため、インキュベーション施設等の活用や高度

な機器類の導入・開放を推進することにより、研究開発型企業の立地を促す。 

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

①教育機関による人材育成 

・県内の高等教育機関（山梨大学、山梨県立大学等）、工業系高等学校、県立産業技術

短期大学校などと企業の連携を強め、以下のような事業等により、集積業種の企業

ニーズに応じた人材の育成及び確保を図る。 

【ものづくり人材育成のための専門高校地域連携事業】 

実施主体 (財)やまなし産業支援機構、県 

実施内容 工業高校を対象とした技術人材養成のため、文部科学省と経済産

業省が連携して実施する「ものづくり人材育成のための専門高

校・地域産業連携事業」に、当地域の県立韮崎工業高等学校、県
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立甲府工業高等学校、県立谷村工業高等学校が取り組み、人材の

育成を図っていく。 

【高校生インターンシップ推進事業】 

実施主体 県 

実施内容 高校生を対象に、修業体験を通じて望ましい職業観・勤労観を醸

成し、主体的な職業選択の能力や高い職業意識の育成を図る。 

【キャリア教育推進事業】 

実施主体 県 

実施内容 小中学生を対象に、より早い段階から地元企業での仕事の実体験

や職場見学等を通じて就労の意義や将来の進路について考える機

会を提供し、望ましい職業観、勤労観の醸成を図る。 

 

②技術系人材確保への支援 

・産業技術の高度化や高付加価値化、情報化などに対応できる高度な技術・技能や専

門知識を備えた実践的技術者を育成するため、産業技術短期大学校等の充実・強化

を図る。 

・県外大学等における県内出身者等への働きかけを強化するとともに、本県の魅力を

さらにＰＲし、新卒者はもとより、離転職者や定年を迎えたエンジニアなど、様々

な人材のＵターン、Ｉターンを促進する。 

・離転職者の再就職が円滑に進むよう、ポリテクセンター山梨や県立高等技術専門校

などと連携し、企業ニーズに応じた技術者養成、教育訓練を推進する。 

 

（技術支援等に関する事項） 

①産学官連携の促進、立地企業と地元企業との連携の促進 

・「中央自動車道沿線地域産業クラスター推進協議会」を中心に、機械電子産業分野

における産官学、あるいは産産連携などの一層の促進を図る。 

・地域企業の事業内容や技術を熟知している県工業技術センターや(財)やまなし産業

支援機構が中心となり、各企業のニーズやシーズのマッチングに向けた活動を一層

充実させる。特に、「医療関連ものづくり交流会」、「ＩＩＥＮ．Ｙ（やまなし産業情

報交流ネットワーク）」などのように、従来交流のなかった異業種間の連携を促進す

ることにより、新たな地域イノベーションの機会創出を図る。 

・競争的資金（「経済産業省の進める技術開発事業」、「知的クラスター創生事業」、「生

物系産業創出のための異分野融合研究支援事業」等）を活用し、大学等と企業との

共同研究による技術開発や研究開発を推進するとともに、その成果の事業化支援に

取り組む。 

・（株）山梨ＴＬＯと連携し、山梨大学が有する技術シーズの県内企業への移転や、研
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究者の人的シーズの有効活用をさらに推進するため、企業向けの情報提供を拡充す

る。 

・ 県工業技術センターに、分析機器・計測機器・精密加工機器等を順次整備していく。 

・ 具体的には、以下のような事業等により、連携の促進を図る。 

【県工業技術センターにおける技術開発、依頼試験、受託研究の充実】 

実施主体 県（工業技術センター） 

実施内容 分析機器・計測機器・精密加工機器等を順次整備し、様々な企業

の研究開発・試験等の多様なニーズに応じた、きめ細かな支援を

継続的に実施する。 

【産学官連携強化事業】 

実施主体 県、(財)やまなし産業支援機構、山梨大学、（株）山梨ＴＬＯ等 

実施内容 地域に存在する技術シーズの周知やその活用度を高めるため、大

学・県立試験研究機関の研究成果発表や交流・相談の場などを提

供し、技術・人材交流による産学官連携の推進を図る。 

また、産学官間のコーディネートを行う。 

【地域技術事業化推進会議】 

実施主体 県 

実施内容 山梨大学や県立試験研究機関が有する技術シーズの県内企業によ

る活用を促進し、産学官で新産業の創出を進めるため、研究成果

の事業化について、県、山梨大学及び産業支援機関等により共同

で検討を行い、具体的な支援を講じる。 

 

②中小企業への支援体制強化 

・県内のものづくりを担う企業の大部分が中小企業であることから、これら中小企業

の技術力の向上、異業種交流及び取引のマッチング、新分野へのチャレンジ等を支

援するとともに、新規創業者の創出に向けた支援体制の強化を図る。 

・特に、相談活動等を通して、地域企業のニーズや保有する技術・製品等の把握を進

め、立地企業と地域企業、地域企業間の取引を支援・促進する。 

・具体的には、以下のような事業等により、支援を実施する。 

【中小企業サポートセンター事業】 

実施主体 県、(財)やまなし産業支援機構 

実施内容 (財)やまなし産業支援機構に設置した「中小企業サポートセンタ

ー」において、創業・経営革新支援、経営基盤の強化、受発注拡

大の機会提供など、中小企業に対する総合的・一元的な支援を行

う。 
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【山梨県起業化支援センター事業】 

実施主体 (財)やまなし産業支援機構、県（工業技術センター） 

実施内容 県工業技術センター内のインキュベーション施設を活用し、ベン

チャー企業等の立ち上げから成長段階を総合的に支援する。 

【ものづくり産業支援事業】 

実施主体 県 

実施内容 県内中小企業が取り組む新技術や新製品等の研究開発を支援する

ことにより、新事業の創出及び地場中小企業の自立的発展を支援

する。 

 

（その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項） 

①施設整備等のニーズ把握及び整備の推進 

・既存企業への個別訪問によって、各企業の生産計画（工場新設・増設、工場建物の

リース等）、雇用計画（従業員の新規雇用等）、付属施設整備計画（物流倉庫、駐車

場、福利厚生施設等）や、土地利用計画（取得やリースなど）等について聞き取り

調査を行うなど、各企業のニーズを把握し、必要な施設等の整備を推進する。 

・また、従業員の確保、交通の利便性（物流、通勤面等）、従業員の生活環境、周辺環

境等、間接的な情報へのフォローアップを図る。 

・県外からの指定集積業種の企業誘致活動を図るため、全国的な立地動向や個別企業

の施設規模や必要条件等の具体的なニーズ把握に努め、各企業のニーズに応じた工

場用地の確保・整備を進めていく。 

・企業立地重点促進区域では対応できない大規模事業所誘致等の場合、各市町村との

協議により候補地を選定し、新たな企業立地重点促進区域として追加指定する。特

に大規模工場用地整備の場合には、地域コンセンサスの形成に十分留意する。 

 

②工場適地の情報提供機能の充実 

・県、市町村、関係団体及び地域活性化協議会等が連携し、県内の工場適地情報を整

理し、インターネット、広報誌、パンフレットなどの媒体や、産業立地アドバイザ

ーなどの人的資源を活用し、幅広い情報提供活動を行う。 

・「やまなし産業立地コミッション」など、企業立地に関するワンストップ窓口を設置

し、立地場所の選定、各種許認可手続きや優遇制度の紹介等の立地相談対応、立地

後の問題解決の支援などのフォローアップまで、一元的な対応を行う。 

【山梨企業立地セミナー】 

実施主体 山梨県地域活性化協議会 

実施内容 関東地区及び関西地区に所在する企業を対象に、山梨県の立地環

境等をピーアールする。 



 

 23

【立地適地現地紹介事業】 

実施主体 山梨県地域活性化協議会 

実施内容 在京の建設会社、不動産業者、県内に支店等を有する銀行等の職

員に対し、本県の工業団地等の現地説明を実施する。 

 

③交通基盤整備等の推進 

・横田基地の民間航空利用について、地元である東京都と協調しながら早期実現を働

きかける。 

・中央本線のカーブの改良や、首都圏区間（新宿～八王子間）の表定速度の向上など

による新宿～甲府間の高速化をはじめ、公共交通機関の利便性の向上を図る。 

・工業団地や流通団地などの産業集積地へのアクセス向上や渋滞緩和を図るため、中

部横断自動車道や新山梨環状道路、西関東自動車道などの幹線道路から、生活に密

着する道路まで、体系的な整備により安全で快適な道路ネットワークの構築を図る。 

・県は、中部横断自動車道や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）などの整備による県

外とのアクセスの向上を念頭に、清水港をはじめ周辺港湾・空港の効率的な活用を

目指した物流のあり方を検討し、物流拠点の形成に向けたビジョン策定や市町村、

事業者と連携した計画的な取り組みなどを推進する。 

 

④情報通信基盤の整備 

・県内のどこでも高速インターネットが利用できるよう、国、県、市町村、事業者の

連携を図りながら、情報ハイウェイを活用した情報通信基盤の整備を推進する。 

情報ネットワークを活用し、地域産業の振興をはじめ、教育・医療などの日常生活

における利便性の向上を図る。 

 

⑤広域連携の推進 

・県外の企業、大学、公設試験研究機関及び産業支援機関等の広域的なネットワーク

を形成し、産学官連携の共同研究、企業間の取引の拡大、国際交流等の支援を図る。 

【広域連携推進事業】 

実施主体 （財）やまなし産業支援機構、特定非営利活動法人ものづくり支

援機構 

実施内容 地域企業支援のため、クラスターマネージャー、専門家等の派遣・

プロジェクトメイキング等を通じ、長野県上田広域、諏訪、上伊

那、松本市及び塩尻市・筑南地域の各協議会構成員等との広域的

な連携事業への参画や協働により、地域企業のネットワーク構築

等を図る。 
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８ 産業集積の形成等に密接な関係を有する者と市町村及び都道府県との連携

に関する事項 

・県内自治体（県・市町村）、経済団体（商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業

団体中央会、経営者協会、機械電子工業会等）、高等教育機関（大学等）、県立試験

研究機関、支援機関（(財)やまなし産業支援機構）が、事業の実施を通じて、連携・

交流を深め、相互のネットワークを構築することで、産業集積の促進を図る。 

・特に山梨大学では、県内自治体や産業支援機関、金融機関や企業等と連携協定の締

結を進めており、地域に知的財産の活用と技術移転の推進を図っている。 

・産官学連携による新技術研究・製品開発に対して支援を行う新生コンソーシアム事

業について、平成 18 年度は本県関係で一般枠 2 件、中小企業枠 1件が採択された。

過去からの本県関係の採択状況を見ると薄膜、研磨、単結晶などに関する研究開発

が多い。 

・文部科学省が実施する都市エリア産学官連携促進事業に、山梨大学を中核機関

として山梨県、地元企業が参画して構成する「山梨くになかエリア・分散型ク

リーンエネルギーシステム」の共同研究プロジェクトが採択された。本事業は、

燃料電池に関する研究・製品開発を中心に、環境と調和した新しいクリーンエネル

ギー関連産業の集積と、関連技術の蓄積を図ることを目的とし、山梨大学で数十年

にわたり研究が進められてきた固体高分子型燃料電池の開発に対して、射出成形、

金型作成、プレス加工、シミュレーション解析などに関する県内企業の技術が活か

されるほか、燃料電池の心臓部となる“燃料電池セル”の開発やバイオマス技術を

用いた水素原料であるエタノール製造システムの開発に県立試験研究機関が幅広く

関わっている。 

・その他の産学官連携による新技術、新産業創出の動きとしては、以下のものがある。 

� バイオマスタウン（早川町、山梨市） 

� 小規模水力発電（都留市、山梨市、北杜市） 

� 大規模太陽光発電実証実験（北杜市） 

� 森林セラピー基地（山梨市） 

� 温泉利用プログラム型健康増進施設（石和温泉等 9施設） 

� ワイン人材生涯養成拠点（山梨大学） 

� 医療関連ものづくり交流会（山梨大学、県内約 60 社） 

・ (財)やまなし産業支援機構は、県内に立地する大手発注企業を組織して、県内への

発注率向上と県内下請企業の育成を意図して、昭和 59 年に「主要企業交流会」（会

員数 23 社）を発足させた。事業としては、①主要企業の抱えている悩みや問題等の

解決のための懇談、②経済・経営等の講演会の開催等を実施している。 

・また、県、大学、金融機関、産業支援機関等 39 機関で「産業支援機関会議」を組織

し、各支援機関相互の連絡調整意見交換、各機関の支援策に関する情報の共有化等
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を通して、中小企業が行う各種事業の取り組みを総合的に支援する体制を強化して

いる。 

 

９ 市町村及び都道府県における企業立地及び事業の高度化に関する手続きの

迅速な処理を図るための体制の整備に関する事項 

・県では、産業立地に全庁体制で取り組むため、知事を本部長に関係部局長で構成す

る産業立地推進本部を平成１９年４月に設置し、各種施策の推進を図っている。特

に、本年４月に従来３人で取り組んでいた企業立地の体制を大幅に見直し、新たに

７人からなる産業立地室を設置した。東京事務所にも産業立地推進のための職員を

配置し、企画部にも IT 産業の誘致を推進するための主幹を配置するなど産業立地体

制の大幅な拡充を行った。さらに９月には、産業立地室を３人増員し体制をさらに

強化した。 

・市町村においても、産業立地推進室等の特設部署を設置し、企業立地の推進体制を

整えつつある。 

・現在、県では、企業誘致の一元的な窓口として、産業立地室産業立地推進課を事務

局とする「やまなし産業立地コミッション」を設置し、農地転用、都市計画の手続

きに精通した職員等により、立地等の全ての相談、企業誘致活動、立地企業フォロ

ーアップを行っている。 

・県職員や市町村職員による県内企業訪問により、立地等の相談があった場合は、県

及び市町村の連絡を密に協力しながら迅速な解決を目指し、相談を受けた県又は市

町村の職員が最後まで責任を持ってワンストップで対応できる体制を整備してい

る。 

・また、インターネット・ホームページを作成し、県と市町村が連携して、事業用地

に関する情報や優遇制度のほか、赴任後の生活設計に利用できるよう、教育や医療

などの生活関連情報についても紹介する。 

・県では、不動産・金融業者等から質の高い立地情報を得るため、平成 19 年 9 月に「山

梨県産業立地成功報酬制度」を創設した。企業の新規立地・投資計画を早期の段階

で収集し誘致活動につなげることにより、本県への産業立地の促進を図るため、企

業立地に関する有効な情報提供に対し、報酬を支払う制度である。 

・県外においても県の東京・大阪事務所の企業誘致スタッフが相談に応じ、全国ネッ

トで企業の立地をサポートする。 
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■企業立地支援窓口 

団体名 所 属 所在地 TEL 

甲府市 商工振興課 甲府市丸の内 1-18-1 055-237-5695 

富士吉田市 商工振興課 富士吉田市下吉田 1842 0555-22-1111(代) 

都留市 産業観光課 都留市上谷 1-1-1 0554-43-1111(代) 

山梨市 商工労政課 山梨市小原西 955 0553-22-3111 

大月市 企画室 大月市大月 2-6-20 0554-22-2111(代) 

韮崎市 商工観光課 韮崎市水神 1-3-1 0551-22-1111(代) 

南アルプス市 産業立地推進室 南アルプス市小笠原 376 055-282-7357 

北杜市 商工課 北杜市須玉町大豆生田 961-1 0551-42-1354 

甲斐市 商工観光課 甲斐市篠原 2610 0551-20-3654 

笛吹市 観光商工課 笛吹市石和町市部 777 055-262-4111 

上野原市 経済課 上野原市上野原 3832 0554-62-3119 

甲州市 農林商工課 甲州市塩山上於曽 1040 0553-44-1205 

中央市 商工観光課 中央市臼井阿原 301-1 055-274-8582 

市川三郷町 産業振興課 西八代郡市川三郷町上野 2714-2 055-240-4157 

早川町 総務課 南巨摩郡早川町高住 758 0556-45-2511 

身延町 政策室 南巨摩郡身延町切石 350 0556-42-4801 

南部町 企画課 南巨摩郡南部町福士 28505-2 0556-66-3402 

富士川町 企画課 南巨摩郡富士川町天神中条 1134 0556-22-7216 

昭和町 環境経済課 中巨摩郡昭和町押越 542-2 055-275-2111 

道志村 産業振興課 南都留郡道志村 6181-1 0554-52-2111 

西桂町 企画振興課 南都留郡西桂町小沼 1501-1 0555-25-2121 

忍野村 企画課 南都留郡忍野村忍草 1514 0555-84-3111 

山中湖村 産業振興課 南都留郡山中湖村山中 237-1 0555-62-1111 

鳴沢村 企画課 南都留郡鳴沢村 1575 0555-85-2311 

富士河口湖町 企画課 南都留郡富士河口湖町船津 1700 0555-72-1111 

小菅村 総務課 北都留郡小菅村 4698 0428-87-0111 

丹波山村 総務観光課 北都留郡丹波山村 890 0428-88-0211 

山梨県 産業立地推進課 甲府市丸の内 1-6-1 055-223-1472 
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１０ 環境の保全その他産業集積の活性化に際して配慮すべき事項 

（１）地域の環境の保全 

・県では、平成 16 年３月、「山梨県環境基本条例」を制定し、環境の保全及び創造に

ついて基本理念を定め、県民、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、環境

の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及

び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の県民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することとしている。 

・県では、山梨県環境基本条例で定めた施策を総合的かつ計画的に推進していくため、

平成 17 年 2 月に「山梨県環境基本計画」を策定した。この中で、県民、民間団体、

事業者、市町村、県などの各主体が、目標を共有し、公平な役割分担の下、自発的

かつ積極的に環境の保全と創造に取り組むよう方向付けるとしている。 

・本計画の集積区域においては、各種関係法令等に基づき、適切な規制・指導等を行

うとともに、具体的な事業の実施に際して生じる課題については、住民の理解を得

るとともに、地域の環境の保全に努める。また、国や県、市町村が定める各種計画

等との整合性を図る。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

・本県においては、平成 17 年４月に制定した「山梨県安全・安心なまちづくり条例」

や、同条例に基づき策定した「基本方針」及び「学校・通学路等における児童等の

安全確保、犯罪の防止に配慮した道路等の構造、整備等に関する指針」により、県、

市町村、県民及び事業者が相互に連携し、一体となった取組を進めている。また、

交通安全施策についても「第８次山梨県交通安全計画」に基づき、地域の交通の安

全と円滑を図る活動を推進している。 

・本計画に基づき、企業立地や事業活動を推進するにあたっては、犯罪及び事故の防

止並びに地域の安全と平穏を確保するため、次の取組を推進する。 

1.防犯設備の整備 

 地域住民や従業員、来訪者等が事業所や駐車場等において、犯罪被害に遭わ

ないようにするために、防犯カメラ、防犯照明等の防犯設備の整備を行う。 

2.犯罪防止・交通事故防止に配慮した施設の整備・管理 

犯罪や交通事故防止に配慮した構造、設備等を有する事業所、道路、公園、

駐車場等の整備に努めるほか、公共空間や空き地がたまり場等になり地域住民

に迷惑を及ぼす行為に利用されないよう立入りの制限やパトロールを実施する

などの管理に努めるとともに、交通の安全と円滑に配慮した道路環境の整備を

図る。 

3.不法就労の防止 

事業者が外国人を雇用しようとする際には、必ずパスポート、外国人登録証
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明書等により、在留資格の確認や雇用対策法に基づく雇用状況の届出を確実に

行うなど、適法な就労を確保するよう事業者や関係自治体において必要な措置

をとる。 

4.従業員等に対する安全指導等の徹底 

事業者等は、従業員・関係事業者に対して、法令教育による遵法意識の浸透

や犯罪被害及び交通事故の防止についての指導を行う。また、外国人の従業員・

関係事業者に対して、日本の法制度、習慣等についても指導を行う。 

5.地域における犯罪防止活動、交通安全活動への協力 

事業者は、地域住民等が行う防犯・交通ボランティア活動等に参加するほか、

これらに必要な物品、場所等を提供するなど、地域における犯罪防止活動等へ

の協力を行う。 

6.警察等関係機関に対する連絡・協力体制の確立 

事件・事故等の発生時における警察等関係機関に対する連絡体制を確立する

とともに、捜査活動への積極的な協力を図る。 

7.暴力団等反社会的勢力の排除 

事業者等は、暴力団等反社会的勢力を排除するため、同勢力からの接触等が

あった場合には、警察に即報するとともに、各種要求には絶対に応じない。 

8.地域住民との協議 

 事業者又は関係自治体が基本計画に基づき産業集積の形成又は産業集積の活

性化のための措置を実施するにあたっては、あらかじめ地域住民の意見を十分

に聴取する。 

9.その他 

以上の項目に記載のない事項で、「安全な住民生活の保全」のために必要な事

項が生じたときは、その都度、事業者及び警察等関係機関で協議のうえ、必要

な措置をとる。 

 

１１ 法第５条第２項第３号に規定されている区域における同項第７号の施設

の整備が農用地等として利用されている土地において行われる場合にあって

は、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行う土地の利用の調整に

関する事項 

企業立地重点促進区域における農地法等による処分についての配慮に係る事項につ

いては、企業の導入計画が明らかになった段階で、必要に応じて基本計画を変更し定

めることとする。 

 

変更により追加する農地等を含む企業立地重点促進区域は次のとおりである。 

（１） 下教来石地区（北杜市） 

・重点促進区域面積（追加分） 
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１１，４６９㎡ 

・上記のうち農地面積  １１，４６９㎡ 

・追加後重点促進区域面積     ８．８ha 

・調整等の状況 

当該用地は、既重点促進区域に隣接する農振農用地であり、平成２０年５月２７

日付けで農用地と工業用地との利用に関する事前調整は終了している。 

既に立地予定企業があることから、関係機関と協議し、農地転用手続きを進めて

いる。 

（２） 御勅使地区（韮崎市） 

・重点促進区域面積   ３１，７８２㎡        

・上記のうち農地面積  ３０，６３０㎡ 

・調整等の状況 

当該用地は、農振農用地（２８４㎡）を含む農地が大部分を占める区域であり、

平成２０年５月２７日付けで農用地と工業用地との利用に関する事前調整は終了し

ている。 

立地企業が決定した際は関係機関と協議し、農地転用手続きを進める。 

（３）上ノ山・穂坂地区（韮崎市） 

・重点促進区域面積   ８０，８８６㎡ 

・上記のうち農地面積  ７６，３０７㎡ 

・調整等の状況 

当該用地は、平成２１年７月２９日付けで「山梨県韮崎地区農村地域工業等導入

実施計画書」の変更に伴う協議が成立しているため、関係機関と協議し、農地転用

手続きを進めている。 
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１２ その他産業集積の形成又は産業集積の活性化の促進に関する重要事項 

・山梨県では、平成 16 年３月、「創造と連携」をキーワードに、「活力ある産業県やま

なし」を築くことにより、本県の特色有る産業集積や技術シーズなどを活かした産

業振興を図るため、「山梨県産業振興計画」を策定した。 

・特に、５年程度を目途とした中期的重点プロジェクトの一つに、「産業集積推進プロ

ジェクト」を位置づけており、これからの成長産業を育成する視点から、様々な施

策・事業を推進している。 

＜プロジェクトの概要＞ 

◆山梨県産業集積促進助成金制度 

新たに山梨県内に土地を取得して工場を設置し、3年以内に操業を開始した製造

業者などに対して土地取得費を除く投下固定資産額の 10％(最大で 10 億円)を助

成する。 

○対象業種 

製造業、その他著しく本県経済の活性化に資するものとして知事が認める

事業 

○対象地域 

県内全域（県と同趣旨の助成制度を有する市町村の区域内） 

◆オーダーメイド方式による工業用地の整備 

新たな工業用地整備に際して、入居希望企業の要望を盛り込みながら、オーダ

ーメイド方式の用地整備を推進する。 

◆頭脳産業の集積促進 

本県経済のソフト化、サービス化の進展に対応して、ソフトウェア業、機械設

計業、研究所など頭脳産業の早期集積を図る。 

 

１３ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から平成 24 年度末までとする。 
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【別 表】企業立地重点促進区域 一覧 

№ 市町村名 区域の名称 大字 字 地番 面積 
ha 

中 鍛 冶
屋作 

１６００－１、１６００－２、１６００－３、１６００－４、１６０１、１６０２、１
６０３、１６０４、１６０５－１、１６０５－２、１６０６、１６０６－１１、１６０
７、１６０８、１６０９、１６１０、１６１１、１６１２、１６１３、１６１４、１６１
５、１６１６、１６１７、１６１８、１６１９、１６２０、１６２１、１６２２、１６２
３、１６２４、１６２５、１６２７、１６２８、１６２９、１６３０－１、１６３０－
２、１６３１－１、１６３１－２、１６３４－１、１６３４－２、１６３５、１６３
６、１６３７、１６３８、１６３９、１６４０、１６４１、１６４２、１６４３－１、１
６４３－２、１６４３－３、１６４４－１、１６４４－２、１６４４－３、１６４５
－１、１６４５－２、１６４５－３、１６４５－４、１６４５－６、１６４７、１６
５７－１、１６５７－２、１６５８、１６６１－２、１６６１－３、１６６１－５、
１６６１－７、１６６２、１６６５－２１、１６６５－２２、１６６５－２３、１６６
９－２、１６６９－３、１６６９－４、１６６９－６、１６６９－７、１６６９－
８、１６７０－１、１６７８、１６７９、１６８０、１６８１、１６８５－１、１６８６
－１、１６８６－２、１６８６－３、１６８７－１、１６８７－２、１６８８、１６
８９、１６９０、１６９１、１６９２、１６９３、１６９４、１６９５－１、１６９５－
２、１６９６、１６９７、１６９８、１６９９－１、１６９９－２、１７００－１、１
７００－２、１７００－３、１７０１－１、１７０１－２、１７０２－１、１７０２
－２、１７０２－３、１７０３－１、１７０３－２、１７０３－３、１７０４－１、
１７０４－２、１７０５－１、１７０５－２、１７０６－１、１７０６－２、１７０
６－３、１７０６－４、１７０６－５、１７０６－６ 

1 富 士 吉 田
市 あらや地区 新屋 

上 鍛 冶
屋作 １６５９、１６６０－１４、１６６０－１５、１６６０－１６、１６６０－１７ 

12.6 

2 正徳寺地区 正徳寺 河原 

１５７２、１５７３、１５７４、１５７５、１５７７、１５７９、１５８１、１５８２、１
５８３、１５８４、１５８６、１５８７、１５８９、１５９０、１５９１、１５９２、１５
９３、１５９４、１５９７、１５９８、１５９９、１６０１、１６０２、１６０３、１６０
４、１６０５－１、１６０５－２、１６０７－２、１６７２、１６７３、１６７９－
１、１６７９－２、１６８０、１６８２、１６８３、１６８５、１６８６、１６８７－
１、１６８７－２、１６８８、１６８９、１６９０、１６９１、１６９２、１６９３、１
６９４、１６９５、１６９７、１６９８、１７００－１、１７０３－１、１７０４、１７
０６、１７０７、１７０８、１７０９、１７１０、１７１１、１７１２、１７１３－１、
１７１３－２、１７１４、１７１５、１７１６、１７１７、１７１８、１７１９、１７２
０、１７２１、１７２４、１７２５、１７２６、１７２９－１、１７２９－２、１７３
１、１７３２、１７３３、１７３４、１７３５、１７３６、１７３７、１７４０、１７４
４、１７４８、１７４９、１７５３、１７５６、１７５７、１７５８、１７６４－１、１
７６６、１７６７－１、１７６７－２、１７６７－３、１７６９、１７７０、１７７
１、１７７２、１７７４、１７７６－３、１７７７－１ 

4.5  

3 

山梨市 

倉科地区 倉科 曲田 
５７５－１、５７８－１、５７９－１、５７９－２、５８０、５８１、５８２、５８３
－１、５８５、５８６、６０６ 

0.7  

石代 ５５５－１、５５５－６、５５５－７、５５７－１、５５７－３ 
4 中初狩地区 

初 狩 町
中初狩 神戸北 ６００－１ 

3.2  

5 
大月市 

岩殿地区 
賑 岡 町
岩殿 

子神森 １０４－１ 0.8  

6 
南 ア ル プ
ス市 

中河原地区 
上 今 諏
訪 

中河原 ８５０－４、８５０－５、８５０－７ 6.2  

竹花 ５４－１、５６、５８、５９、６０－１、６１、６５－１、６６－２ 

道明 
１６９、１７０、１７１－１、１７２、１７３、１７４、１７７、１７８、１７９、１８
０、１８１－１、１８１－２、１８２－１、１８３－１ 

登り道 
１９４、１９５－１、１９５－２、１９６－１、１９８、１９９、２００、２０１－
１、２０１－２、２０３、２０４ 

北原 

２１４－１、２１５－１、２１５－２、２２１、２３６、２３８－１、２３８－２、
２４１、２４２－１、２４２－２、２４２－３、２４３－１、２４３－２、２４４－
１、２４４－２、２４４－３、２４４－４、２４４－５、２４４－６、２４５－
１、２４６－１、２４７－１、２４７－２、２４８－１、２４８－２、２４８－
３、２４９－１、２４９－２、２５１－１、２５３－１、２５５－１、２５６－
１、２５７－１、２５８、２６１－３、２６２－１、３３０－１、３３１－１、３３
２ 

7 
下教来石地
区 

白 州 町
下 教 来
石 

加久保 

３３３－１、３３３－２、３３３－３、３３３－４、３３５、３３６、３４１、３４
２、３４３、３４５、３４６、３４８、３４９、３５０、３５１－１、３５１－２、３５
２、３５４－１、３５４－２、３５５－１、３５５－２、３５６、３５７、４０４、４
０５、４０６－１、４０６－２、４０７－１、４０７－２、４０７－３、４０８ー
１、４１０、４１１、４１２－１、４１２－２、４１２－３、４１４－１、４１４－
２、４１５、４１６－１、４１６－２、４１９ 

8.8  

8 宮久保地区 
小 淵 沢
町 

下深沢 

９５８４－１、９５８４－２、９５８４－４、９５８４－７、９５８５、９５８６－
１、９５８７－１、９５８７－４、９５８８－１、９５８９、９５９０－１、９５９１
－１、９５９２、９５９４、９５９７、９５９８、９５９９－１、９５９９－２、９６
００－１、９６０１、９６０２、９６０４、９６１５－１、９６１６、９６１６－２、
９６１７、９６１８、９６１８－２ 

1.5  

9 

北杜市 

上の原地区 
高 根 町
村 山 北
割 

上の原 
１５９５－６０、１５９５－６１、１５９５－６２、１５９５－６３、１６８５、１６
８７、１６８９－３７、１６８９－３８、１６８９－３９、１６８９－４０、１６８９
－５０ 

1.7  

繋沢 

５２７－１、５２８、５２９、５３０、５３１、５３２－１、５３３、５３４、５３５、
５３６、５３７、５３９、５４０－１、５６０－１、５６１、５６２、５６３、５６４、
５６５、５６６、５６７、５６８、５６９、５７０、５７１、５７２、５７３、５７４、５
７５、５７６、５７７、５７８、５８０、５８１、５８２、５８３－１、５８５、５８
６、５８８－１、５８８－２、５８９、５９０、５９１、５９２、５９３、５９４、５９
５、５９６、５９７、５９８、５９９－１、６０２、６０３－１、６０５－１、６０６
－１、６０７－１ 

10 甲斐市 下今井地区 下今井 

鳴石 
４２１、４２２－１、４２３、４２４、４２５、４６４－１、４６８－１、４６９－
１、４７０、４７１、４７３、４７４、４７５、４７６、４７９－１、４８０、４８２－
１、４８３－１、４９８－１、４９９－１、５００－１ 

3.1  
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№ 市町村名 区域の名称 大字 字 地番 
面積 
ha 

    峯の下 
６７０－１、６７１－１、６７２－１、６７４－１、６７４－２、６７５、６７６－
１、６７７－１、６７７－２、６７８－１  

大坪 

２５７、２５８、２５９、２６２－１、２６４－１、２６５、２６６、２６７、２６８、
２６９、２７０－１、２７０－２、２７０－３、２７４－１、２７４－２、２７６－
１、２７６－２、２７７－１、２７７－３、５７１、５７２－１、５７２－３、６４
９－１、６４９－３、６６０－１、６６０－２、６６２－１、６６２－２、６６
５、６６６－１、６６６－２、６６６－３、６６６－４、６６７ー１、６６７－
２、６６７－４、６６７－５、６６７－６、６６７－７、６６７－８、６８７、６８
８－１、６９７－１、６９７－２、６９７－３、６９７－４、６９８－１、６９８
－２、６９９－１、６９９－２、６９９－４、６９９－５、６９９－６、７００－
１、７０１－１、７０３－１、７０３－２、７０３－３、７０３－５、７０３－
６、７０３－７、７０３－８、７０４－１、７０４－２、７０４－４、７０６－
１、７０６－２、７０６－３、７０６－４、７０６－５、７０６－６、７０６－
７、７０７－１、７０７－２、７０７－３、７０８、７０９－１、７０９－２、７０
９－３、７１０－１、７１０－２、７１２－１、７１２－２、７１３、７１４、７１
５－１、７１７－１、７１７－２、７３６－１、７３７－１、７４１－１、７４３
－１、７４５、７５２－１、７５３－１、７５３－２、７５３－３の一部、７５
３－４、７５４－１、７５４－４、７５４－６、７５５－１、７５５－４、７６１
－１、７６３、７６５、７６６－１、７６８－１、７７２－１、７７３－１、７９２
－１、７９２－３、１２１６、１２１７－１、１２１８、１２１９、１２２０、１２２
１、１２２２、１２２３、１２２４－１、１２２４－２の一部、１２２４－３、１２
２５、１２２６－１、１２２６－２、１２２７、１２２８－１、１２２８－２、１２２
８－３、１２２８－４、１２２９－１、１２２９－２、１３００、１３０１－１、１
３０１－２、１３０１－３、１３０２－１、１３０２－２、１３０３－１、１３０３
－２、１３０４－１、１３０４－２、１３０４－３、１３０４－４、１３０４－５、
１３０５－１、１３０５－２、１３０６－１、１３０６－２、１３０７－１、１３０
７－２、１３０８－１、１３０８－２、１３０９－１、１３０９－２、１３１０－
１、１３１０－２、１３１０－３、１３１１、１３１２、１３１３－１、１３１３－
２、１３１４－１、１３１４－２、１３１５－１、１３１５－２、１３１５－３、１
３１６－１、１３１６－２、１３１７－１、１３１７－２、１３１７－３、１３１７
－４、１３１８－１、１３１８－２、１３１８－３、１３１９－１、１３１９－２、
１３１９－３、１３２０－１、１３２０－２、１３２０－３、１３２１、１３２２－
１、１３２２－２、１３２３、１３２４、１３２５、１３２６、１３２７－１、１３２７
－２、１３２８－１、１３２８－２、１３２９－２、１３２９－３、１３３０－１、
１３３１、１３３２－１、１３３２－２の一部、１３３３－１、１３３４－１ 

境川町 

石橋 

９３９－２、１１８１－５、１１８１－６、１１８１－７の一部、１３７７－
２、１３７７－３、１３８６－１、１３８６－４、１４０６－２、１４０６－３、１
４１３－２、１４１３－３、１４１５－２、１４１５－３、１４３２－２、１４３２
－３、１４４１、１４４２、１４４３、１４４４、１４４５、１４４６、１４４７、１４
４８、１４４９、１４５０、１４５１、１４５２、１４５３、１４５４、１４５５、１４５
６、１４５７、１４５８、１４５９、１４６０、１４６１、１４６２、１４６３、１４６
４、１４６５、１４６６、１４６７、１４６８、１４６９、１４７１、１４７３－１、１
４７３－２、１４７８、１４８３、１４８５、１４９７、１５００、１５０２、１５０５
－１、１５０５－２、１５１１－１、１５１１－２、１５１７、１５１９ 

11 笛吹市 石橋地区 

石和町 砂原 
９２５－１、９２７－１、９２７－２、９３０、９３１－１、９３２－１、９３３、
９３７、９３８、９４２、９４４、９４６－１、９４８、９４９、９５０、９５１－１、
９５６、９５９ 

12.9  

12 甲州市 上萩原 
塩 山 上
萩原 

菖蒲沢 
４９７６－１、４９７６－６、４９７６－１４、４９９５－１、４９９５－２、４９
９５－５、４９９５－８、４９９８、４９７５ 

1.5  

地蔵田 ７５８、７５８－２、７５９ 

上河原 

８１６の一部、８１８、８１９、８２０、８２１－１、８２２－１、８２３－１、８
２４、８２５－１、８２７、８２９、８３０、８３１、８３２、８３３、８３４、８３
６、８３７、８３８－１、８４０の一部、８４１、８４２－１、８４２－２、８４３
－１、８４３－２、８４６、８４７、８４８、８４９、８５０、８５１、８５２、８５
４、８５５、８５６、８５７、８５８、８５９、８６０、８６１、８６２、８６３、８６
４、８６５、８６６、８６７、８６８、８７０、８７１、８７２、８７３、８７４、８７
５、８７６、８７７、８７９、８８０－１、８８０－２、８８０－３、８８１－１、８
８１－２、８８１－４、８８３、８８４－１、８８５、８８６、８８７、８８９、８９
０、８９３、８９４、８９５、８９６、８９７、８９８、９００、９０１ 

13 中央市 高部地区 高部 

東河原 

１１３２－１、１１３２－３、１１３４－１、１１３４－４、１１３４－５、１１３
５－１、１１３５－２、１１３５－３、１１３５－４、１１３７－１、１１３７－
２、１１３８－１、１１３８－２、１１４０－１、１１４０－２、１１４１、１１４
２、１１４３、１１４４、１１４５－１、１１４５－２、１１４５－３、１１４５－
４、１１４８－１、１１４８－２、１１５１－１、１１５１－２、１１５３－１、１
１５３－２、１１５４－１、１１５４－２、１１５５、１１５６、１１５７、１１５
８、１１５９－１、１１５９－２、１１６０－１、１１６０－２、１１６３－１、１
１６３－３、１１６３－４、１１６４－１、１１６４－３、１１６６－１、１１６６
－３、１１６９－１、１１７０－１、１１７１－１、１１７１－２、１１７２－１、
１１７２－２、１１８０、１１８１、１１８２、１１８３、１１８４、１１８５、１１８６
－１、１１８６－２、１１８７－１、１１８７－２、１１８８－１、１１８８－２、
１１８９、１１９０－１、１１９０－２、１１９１、１１９２、１１９３－１、１１９
３－２、１１９４－１、１１９４－２、１１９５－１、１１９５－２、１１９６、１
１９７、１１９８、１１９９、１２００、１２０１、１２０２、１２０３、１２０４、１２
０５、１２０７、１２０８、１２０９、１２１０、１２１１－１、１２１１－２、１２１
２－１、１２１２－２、１２１３、１２１５－１、１２１５－２、１２１６、１２１７
－１、１２１７－２、１２１８－１、１２１８－２、１２１９、１２２１－１、１２
２１－２、１２２２－１、１２２２－２の一部 

5.0  
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№ 市町村名 区域の名称 大字 字 地番 
面積 
ha 

五反田 １０４－９、１０７－４、１２１－２８ 
神明窪 １３５－１、１３５－２、１５８－１ 14  

ビジネスパー
ク 

乙黒 
二反田 ３５４－１０、３５４－１１ 

2.9  

梨ノ木 １－１、２、７－１、１６、２０、２４、３０、２９７－１ 
上河原 ３０２－１、３０３－２ 
幅下 ５１８６、５１９０－１、５１９５、５２２５－１、５３２１－１、５３８２－１ 

15 
市 川 三 郷
町 

大塚地区 大塚 

小山 １１０８－６、１１７２－１、５３８５－９ 

5.7  

荒谷 
２７４５、２７４６、２７６４、２７８４、２７８６、２９３９、２９４０、２９４２－
１、２９４３、２９４４－１、２９４４－２、２９４８、２９５８、２９５９、２９６０
－１、２９９４－１ 

16 中野地区 中野 

古林 
２８９５、２８９５－３、２８９６、２８９８、２９０１、２９０８、２９１０、２９１
４、２９１９、２９２１、２９２５、２９２６、２９２８、２９２８－２、２９２８－
３、２９３３－３、２９３４、２９３５－２、２９３６ 

2.5  

17 

南部町 

富沢地区 福士 平 ２８５０５－１ 1.1  
18 西桂町 長塚地区 小沼 長塚 １６７－１、１６７－２、３０１－３、３０２－１ 0.9  

19 山中湖村 
出口道下地
区 

山中 
出 口 道
下 

１０８７－１、１０８７－３、１０８７－４、１０８７－５、１０８７－６、１０８
７－７、１０８７－８、１０８７－９、１０８７－１０、１０８８－１、１０８８－
４、１０８９－１、１０８９－２、１０８９－３、１０８９－４、１０８９－５、１
０８９－７、１０８９－９、１０８９－１０、１０９０－３、１０９０－４、１０９
０－５ 

2.3  

20 鳴沢村 
ジラゴンノ地
区 

 
ジ ラ ゴ
ンノ 

８５３２－３０、８５３２－４９、８５３２－５５、８５３２－６５、８５３２－１
９５、８５３２－３０９、８５３２－３１０、８５３２－３３１ 

13.6  

21 小菅村 小菅地区  
池 之 尻
川原 

４３６６－２ 0.2  

22 丹波山村 奥秋地区  清水 １３７６、１３７７、１３７８、１３７９、１３８０、１３８１ 0.4  

新田 

６２１－３、６２９－２、６２９－４、６３４、６３８－１、６３９、６４０、６４
１、６４２、６４３、６４４、６４５、６４６、６４７、６４８、６４９－１、６４９－
２、６５１－１、６５１－２、６５２－１、６５２－２、６５４、６５５、６５６、６
５７、６５８、６６０、６６２、６６３、６６４、６６５、６６６、６６７－１、６６７
－２、６７１、６７５、６７６、６７７－１、６７７－２、６７８、６７９－１、６７
９－３、６８０、６８１、６８６、６８７、６８８－１、６８８－２、６８８－３、６
９０ 

23 韮崎市 御勅使地区 
大 草 町
下 條 中
割 

清水 
６９１－１、６９１－２、６９２、６９３、６９９－１、７００、７０２－１、７０２
－２ 

3.2 

寺平 

２９５４の一部、２９５５―１の一部、２９５５－２の一部、２９５６－１
の一部、２９５６－２の一部、２９５７－１の一部、２９５９、２９６０、２
９６１の一部、２９６２の一部、２９８６－１、２９８６－２、２９８７、２９９
０－１、２９９１、２９９２、２９９３、２９９４、２９９５、２９９６、２９９７、２
９９８、２９９９、３０００、３００１－１の一部、３００１－２、３００２－１、
３００２－２の一部、３００２－３の一部、３００２－４、３００４、３００５
－１の一部、３００５－２、３００５－３の一部、３００５－４、３００６－
１、３００６－２、３００７－１、３００７－２、３００８－１の一部、３００８
－２、３０１０、３０１１、３０１２、３０１３－１、３０１３－２、３０１３－３、
３０１４－１、３０１４－２、３０１５、３０１７、３０１８、３０１９、３０２０、３
０２１、３０２２、３０２４、３０２８、３０２９、３０３０、３０３１、３０３２－
１、３０３３－１、３０３４、３０３４－１、３０３５－１、３０３６の一部、３０
３７、３０３８、３０４０、３０４１－１、３０４１－２、３０４２、３０４３、３０４
４、３０４５、３０４６、３０４７、３０４８、３０４９－１、３０４９－２、３０５
３、３０５４、３０５７、３０５９、３１０６、３１０８、３１１１、３１１７、３１１
８、３１１９－１、３１１９－２、３１１９－３、３１２４、３１２５－１の一
部、３１３５－１、３１３５－２ 

上ノ山 

沼 

３１７６－１の一部、３１７８の一部、３１７９の一部、３１８０、３１８０
－１の一部、３１８１、３１８５、３１８６－１、３１８７、３１８８、３１８９、
３１９０、３１９１、３１９２、３１９３、３１９４、３１９５、３１９６、３１９７、３
１９８、３１９９、３２００、３２０１、３２０２、３２３７、３２３８、３２３９、３２
４０、３２４１、３２４３、３２４４－１の一部、３２４８の一部、３３０９の
一部、３３１２、３３１４ 

24 

 
韮崎市 

上ノ山・穂坂

地区 

穂 坂 町
宮久保 

三百水 

１１２３、１１２５、１１２９、１１３０、１１３２、１１３３の一部、１１３４、１
１３５の一部、１１３７－１、１１３７－２、１１３８－１の一部、１１３９
－１の一部、１１４０－１の一部、１１４０－２、１１４１の一部、１１４
２の一部、１１４３の一部、１１４５の一部 

8.1 

六科 御崎 ２８５－５ 

西久保 ２８４７－１、２８４７－３ 

石橋 ２９４２－１ 

舞台 ３１３５－１ 

大塚 
３１３６－１、３１３６－２８、３２１２－６２、３２１２－９０、３２１２－９
１、３２２２ 

25 
御勅使南地

区 野牛島 

畑返 ３２５７－１１ 

12.9 

北 原 中
通 

５３－１、５７、５８、５９－１、５９－３、５９－４、６０－２、６０－３、６
０－７、６７－２、６８－２、６８－３、６９－２、６９－３、７０－２、７３
－２、７５－３、７５－４、７６－２、７７－５ 

26 

南 ア ル プ

ス市 

上八田地区 上八田 

鼠天神 
２８０－７、２８２－２、２８２－３、２８３－２、２８３－３、２８８－２、２９
７－２、２９８－２、２９８－３、３００－１、３００－２、３００－６、３０３
－２、３０４－５、３１０－３、３１１ 

5.8 

       



 

 34

№ 市町村名 区域の名称 大字 字 地番 
面積 
ha 

27  大師地区 大師 南大師 

８１１、８１２－１、８１３－１、８１４－１、８１５－１、８１６－１、８１６－
７、８１６－８、８１６－９、８１６－１０、８１７－１、８１８－１、８２０－
１、８２０－２、８２０－３、８２１－１、８２２、８２３、８２４、８２５、８２
７、８２８、８２９、８３０、８７３－２、８７４－２、８７４－３、８７５－１、８
７６－１ 

2.6 

 計     124.7  

 

 


